
○松戸市立博物館管理運営規則 

平成５年３月26日 

松戸市教育委員会規則第３号 

改正 平成６年３月31日教育委員会規則第９号 

平成６年３月31日教育委員会規則第10号 

平成７年３月２日教育委員会規則第５号 

平成８年３月14日教育委員会規則第３号 

平成10年３月26日教育委員会規則第９号 

平成13年７月11日教育委員会規則第12号 

平成14年３月４日教育委員会規則第１号 

平成20年３月31日教育委員会規則第８号 

平成23年３月30日教育委員会規則第３号 

平成24年３月30日教育委員会規則第４号 

平成25年３月15日教育委員会規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、松戸市立博物館条例（平成４年松戸市条例第28号。以下

「条例」という。）第９条の規定により、松戸市立博物館（以下「博物館」

という。）の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第２条 博物館の開館時間は、午前９時30分から午後５時までとする。ただし、

博物館への入館時間は、午後４時30分までとする。 

２ 松戸市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、必要と認めるとき

は、前項に規定する開館時間及び入館時間を変更することができる。 

（休館日） 

第３条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と

認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。 

（1） 月曜日 

（2） １月１日から４日まで及び12月28日から31日まで 

1/15 



（3） 館内整理日（毎月第４金曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に

関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日法による

休日」という。）である場合は、この限りでない。） 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、同号に規定する日が祝日法による休日に

当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でな

い日を休館日とする。 

（観覧券の交付） 

第４条 条例第６条第１項の規定により、所定の観覧料を徴収したときは、観

覧券（第１号様式）を交付するものとする。 

（観覧料の免除等） 

第５条 条例第６条第２項の規定により、観覧料を免除することができる場合

は、次に掲げるとおりとする。 

（1） 高校生及び高校生以下の者を引率する者が教育課程に基づく学習活動

として観覧するとき。 

（2） 博物館が開催する講演会、講習会、研究会等に参加する者が観覧する

とき。 

（3） 市内に居住する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けている者及びその介護人が観覧するとき。 

（4） 市内に居住する70才以上の者が観覧するとき。 

（5） 県民の日を定める条例（昭和59年千葉県条例第３号）第２条に定める

日に観覧するとき。 

（6） その他教育委員会が必要と認めたとき。 

２ 観覧料の免除を受けようとする者で前項第１号に該当するものは、あらか

じめ博物館観覧料免除申請書（第２号様式）を教育委員会に提出し、承認を

受けなければならない。 

（観覧料の返還） 

第６条 条例第６条第３項ただし書の規定により、観覧料の返還を受けようと

する者は、博物館観覧料返還申請書（第３号様式）を教育委員会に提出し、

2/15 



承認を受けなければならない。 

（資料の貸出し） 

第７条 教育委員会は、次の各号に掲げる者に対し、博物館業務に支障がない

と認めるときは、博物館で所蔵する資料を貸し出すことができる。 

（1） 国立博物館、博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項の規定

による博物館及び同法第29条の規定による博物館に相当する施設の設置者 

（2） 前号に掲げる者のほか、教育委員会において特に認める者 

２ 博物館資料の貸出しを受けようとする者は、博物館資料貸出申請書（第４

号様式）を教育委員会に提出し、博物館資料貸出許可書（第５号様式）の交

付を受けなければならない。 

３ 博物館資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、教育委員会が必要が

あると認めるときは、これを延長することができる。 

（文献等の閲覧等） 

第８条 教育委員会は、必要があると認めるときは、博物館で所蔵する資料の

うち文書及び図書（以下「文献等」という。）の閲覧又は複写（文書につい

ては、マイクロフィルムに保存されているものに限る。）をさせることがで

きる。 

２ 文献等を閲覧しようとする者は、博物館文献等閲覧許可申請書（第６号様

式）を教育委員会に提出し、博物館文献等閲覧許可証（第７号様式）の交付

を受けなければならない。 

３ 博物館文献等閲覧許可証の有効期間は、交付の日から１年とする。 

４ 文献等の複写を希望する者は、博物館文献等複写申請書（第８号様式）に

より教育委員会の許可を受けなければならない。 

（閲覧又は複写の制限） 

第９条 教育委員会は、次の各号に掲げる文献等の閲覧又は複写を許可しない

ものとする。 

（1） 未公開及び未整理のもの 

（2） 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの 
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（3） 寄託された文献等で寄託者の同意を得ていないもの 

（4） その他教育委員会が不適当と認めたもの 

（入館者の遵守事項） 

第１０条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（1） 施設、設備、展示資料等を汚損し、又は損傷しないこと。 

（2） 許可なく展示資料の写真撮影、模写等の行為を行わないこと。 

（3） 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。 

（4） 無断で広告その他これに類するものを掲示又は配布しないこと。 

（5） 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。 

（6） 前各号に定めるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。 

（所掌事務） 

第１１条 博物館の所掌事務は、別表のとおりとする。 

（職務） 

第１２条 館長は、博物館の事務を掌理し、職員を指揮監督する。 

２ 次長は、館長を補佐し、所属の事務を統轄する。 

３ 館長補佐は、館長及び次長を補佐する。 

４ その他の職にある者は、上司の命を受け、担任事務を処理する。 

（博物館協議会の会長等） 

第１３条 条例第８条第１項に規定する博物館協議会（以下「協議会」という。）

に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（博物館協議会の会議等） 

第１４条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 
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４ 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を

求め、意見又は説明を聴くことができる。 

５ 協議会の会議は、公開を原則とする。ただし、協議会において会議を公開

しないと認めたときは、この限りでない。 

６ 協議会の庶務は、博物館において処理する。 

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

（委任） 

第１５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

この規則は、平成５年４月29日から施行する。 

附 則（平成６年３月31日松戸市教育委員会規則第９号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月31日松戸市教育委員会規則第10号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月２日松戸市教育委員会規則第５号） 

この規則中、第５条第１項の改正規定は平成７年４月１日から、第11条に１

号を加える改正規定は公布の日から施行する。 

附 則（平成８年３月14日松戸市教育委員会規則第３号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年３月26日松戸市教育委員会規則第９号） 

この規則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年７月11日松戸市教育委員会規則第12号） 

この規則は、平成13年10月１日から施行する。 

附 則（平成14年３月４日松戸市教育委員会規則第１号） 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日松戸市教育委員会規則第８号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 
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附 則（平成23年３月30日松戸市教育委員会規則第３号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日松戸市教育委員会規則第４号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月15日松戸市教育委員会規則第４号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

別表（第11条関係） 

・文書の収受、保存及び公印の管理に関すること。 

・観覧料の徴収に関すること。 

・予算、経理及び物品の管理に関すること。 

・要覧及び年報の作成に関すること。 

・財産の管理に関すること。 

・施設及び設備の維持管理に関すること。 

・博物館協議会に関すること。 

・資料選定評価委員会に関すること。 

・市史編さんに関すること。 

・市史編さん委員会に関すること。 

・関係団体との連絡調整に関すること。 

・資料の収集、保存及び展示に関すること。 

・資料の調査及び研究に関すること。 

・資料に関する講座、講演会、研究会等の開催に関すること。 

・資料に関する目録、解説書、図録、調査研究、報告書等の作成に関すること。 

・資料に関する相談、情報提供に関すること。 

・博物館資料に関する閲覧、貸出等についての許可に関すること。 

・博物館資料の寄贈、寄託に関すること。 

・他の博物館、図書館、学校等との連絡及び協力に関すること。 

・その他博物館の専門的事項に関すること。 
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第１号様式（第４条関係） 

第２号様式（第５条関係） 

第３号様式（第６条関係） 

第４号様式（第７条関係） 

第５号様式（第７条関係） 

第６号様式（第８条関係） 

第７号様式（第８条関係） 

第８号様式（第８条関係） 
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